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証券コード：6257

第53回
定時株主総会 招集ご通知

開催日時

平成30年６月27日（水曜日）午前10時
（受付開始：午前9時）

開催場所

大阪市中央区本町橋２番31号
シティプラザ大阪 2階「SYUN －旬－」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役９名選任の件
第３号議案　監査役２名選任の件
第４号議案　取締役の報酬額改定の件
第５号議案　役員賞与支給の件

表紙
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議決権行使についてのご案内

株主様におかれましては、以下のいずれかの方法により、
議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

１ 株主総会に
ご出席いただく場合

議決権行使書用紙を
会場受付へ提出

株主総会
開催日時

平成30年
６月27日（水）

午前10時

２ 書面（議決権行使書）で
議決権を行使する場合

各議案に対する賛否を
表示のうえ投函

行使期限

平成30年
６月26日（火）
午後５時50分

到着
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株 主 各 位 証券コード：6257
平成30年６月８日

大 阪 市 中 央 区 内 本 町 一 丁 目 １ 番 ４ 号

代表取締役社長 井  上  孝  司

第53回定時株主総会招集ご通知
拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第53回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申し
あげます。
　なお、当日ご出席おさしつかえの場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数なが
ら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示い
ただき、平成30年６月26日（火曜日）午後５時50分までに到着するようお送りくださいますようお願い申し
あげます。

敬　具
記

1. 日　　時 平成30年６月27日（水曜日） 午前10時（受付開始：午前９時）
2. 場　　所 大阪市中央区本町橋２番31号

シティプラザ大阪　２階　「 SYUN －旬－ 」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目的事項 報告事項 第53期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）
事業報告および計算書類報告の件

決議事項 第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役９名選任の件
第３号議案　監査役２名選任の件
第４号議案　取締役の報酬額改定の件
第５号議案　役員賞与支給の件

以　上
１．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参

くださいますようお願い申しあげます。
２．当社では、定款の定めにより、代理人による議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任する場合に限られます。なお、

代理人は１名とさせていただきます。
３．株主総会参考書類ならびに事業報告および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www. 

fujimarukun.co.jp）に掲載させていただきます。

2

招集ご通知



2018/05/29 13:09:34 / 17370589_株式会社藤商事_招集通知（Ｃ）

提 供 書 面

事業報告（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

１．会社の現況
（1）当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当事業年度におけるわが国経済は、政府主導による経済政策などを背景に企業収益や雇用情

勢は改善し、個人消費につきましても持ち直しの動きが見られるなど、景気は緩やかな回復基
調が継続しました。

パチンコホールにおける平成29年12月末時点での遊技機の設置台数は、パチンコ遊技機は
2,749千台（対前年比3.0％減）、パチスロ遊技機は1,687千台（同0.3％減）、遊技機全体は
4,436千台（同2.0％減）となりました。また、パチンコホール店舗数においても、10,596店
舗（同3.5％減）となり、依然として減少傾向が続いております（警察庁調べ）。

パチンコホール業界では、のめり込み防止や依存症対策の一環として過度の射幸性を抑えた
遊技機の導入をはじめ、さまざまな施策を通じてファンの皆様がパチンコ・パチスロをより安
心・安全に楽しめる環境づくりを推進しております。また、遊技機業界におきましては、平成
30年２月に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定
及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則」が施行されました。

新台入替において安定稼働が見込める実績を備えた機種に絞り込むなか、新規則への移行に
よる市場環境の不透明感なども加わり、パチンコホール様の遊技機購入における慎重姿勢が一
段と強まったことなどから、遊技機市場の入え替え需要は伸び悩みました。

このような状況のもと当社は、主力タイトルを中心とした販売戦略のもと当期の販売台数を
確保するとともに、新規則におけるヒット機種創出に向けた取り組みや、次期以降に旧規則に
て発売可能なタイトルについても確保するなど、市場環境の変化に対して柔軟かつ迅速な対応
に努めてまいりました。
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そして、自らが変化に順応する『変わる挑戦』を掲げ、ファンの皆様のニーズを的確にとら
え、時代の変化に対応した魅力ある遊技機を創造することに全社をあげて取り組んでまいりま
した。

遊技機の販売台数としましては、当初の計画台数に対してパチンコ遊技機では上回る一方、
パチスロ遊技機では計画を下回り、販売台数合計ではおおむね当初の計画に沿って推移しまし
た。

また、利益面については、部材調達および生産の効率化による原価低減活動や各種経費の管
理強化に努めたことなどにより、各利益が増加しました。

以上の結果、当事業年度の業績につきましては、売上高523億14百万円（対前期比58.8％
増）、営業利益45億２百万円（前期は営業損失22億71百万円）、経常利益42億34百万円（前
期は経常損失22億80百万円）、当期純利益25億25百万円（前期は当期純損失19億44百万
円）となりました。

製品別の状況は次のとおりであります。

（パチンコ遊技機）
上半期では、新規タイトルとして「ＣＲ萌え萌え大戦争 ぱちんこば～ん」（平成29年５月

発売）、「ＣＲクルクルセブン」（平成29年６月発売）、「ＣＲリング 終焉ノ刻」（平成29
年６月発売）を市場投入したほか、前事業年度に発売したシリーズ機種などを追加販売いたし
ました。

また、下半期では、新規タイトルとして「ＣＲ喰霊 -零-」（平成29年10月発売）、「ＣＲ
地獄少女　宵伽（よいのとぎ）」（平成29年12月発売）、「ＣＲ　ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ」
（平成30年２月発売）を市場投入したほか、その他のシリーズ機種などを継続販売いたしま
した。

以上の結果、販売台数は110千台（対前期比13.9％増）、売上高は437億44百万円（同
34.7％増）となりました。
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（パチスロ遊技機）
パチスロ遊技機では、新規タイトルとして、「パチスロ　呪怨」（平成29年４月発売）、

「パチスロ　リング　終焉ノ刻」（平成29年５月発売）、「パチスロ　世界でいちばん強く
なりたい！」（平成29年７月発売）、「パチスロ　地獄少女　宵伽（よいのとぎ）」（平成
29年８月発売）を市場投入し、販売台数は20千台（前期は１千台）、売上高は85億36百万
円（前期は４億85百万円）となりました。

②　設備投資の状況
　当事業年度の設備投資の総額は、26億87百万円となりました。
　その主なものは、新規金型取得19億19百万円（パチンコ遊技機：14億92百万円、パチス
ロ遊技機：４億27百万円）などであります。
　なお、これらの所要資金につきましては、自己資金で充当いたしました。

③　資金調達の状況
　該当事項はありません。
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（2）直前３事業年度の財産及び損益の状況

区　　分 第50期
(平成27年３月期)

第51期
(平成28年３月期)

第52期
(平成29年３月期)

第53期
(当事業年度)

(平成30年３月期)

売 上 高 （百万円） 56,151 38,166 32,953 52,314
経 常 利 益 ま た は
経 常 損 失 （ △ ） （百万円） 7,949 2,052 △2,280 4,234

当 期 純 利 益 ま た は
当 期 純 損 失 （ △ ） （百万円） 4,812 1,237 △1,944 2,525

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
ま た は １ 株 当 た り 当 期
純 損 失 （ △ ）

（円） 197.29 50.71 △79.71 106.45

総 資 産 （百万円） 64,694 59,781 57,370 60,230

純 資 産 （百万円） 51,098 50,693 47,210 47,259

１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 2,094.59 2,077.98 1,935.20 2,020.01

（3）重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社との関係

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
　当社におきまして、重要な子会社はありません。
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（4）対処すべき課題
遊技機事業では、遊技機市場において新規則への移行が進む今後の市場環境を「変化の時は

チャンス」ととらえ、新たなヒットタイトルや新ジャンルの創出による、お客様からの様々な
ニーズに対応した遊技機の提供を今後の課題としております。

当社としましては、商品力の向上とともに利益体質の強化を図るなど、これまでに取り組ん
でまいりました『変わる挑戦』を継続し、今までの慣習や常識にとらわれず、斬新な発想やア
イデアを積極的に採り入れたものづくりを推進してまいります。パチンコホール様からの旧規
則機に対するニーズに対応するとともに、今後、遊技機市場で主流となる新規則機におきまし
ても、幅広いファンの皆様から支持される、当社ならではの魅力あふれる遊技機の創出に鋭意
取り組んでまいります。

このような取り組みを通じて、市場環境の変化にも柔軟に対応しつつ、稼働力を備えた商品
性の高い遊技機を安定的に市場投入することにより、各商戦を積み重ねるごとにパチンコホー
ル様の導入メリットを生み出す販売戦略を強化してまいります。

デジタルコンテンツ事業では、平成30年３月よりスマートフォン向けゲームアプリ「23/7 
トゥエンティ スリー セブン」の配信を開始いたしました。今後、継続的なイベントやプロモー
ションを実施していくことにより、さらなるユーザーの獲得と定着を図ってまいります。

（5）主要な事業内容（平成30年３月31日現在）
　当社は、パチンコ遊技機、パチスロ遊技機の開発、製造、販売を主な事業としております。

7
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（6）本社及び事業所（平成30年３月31日現在）
名　　称 所　在　地

本 社 大阪府大阪市中央区
名 古 屋 事 業 所

（ 名 古 屋 工 場 お よ び 開 発 部 ） 愛知県一宮市

東 京 開 発 事 業 所 東京都千代田区
仙 台 支 店 宮城県仙台市若林区
埼 玉 支 店 埼玉県さいたま市大宮区
東 京 支 店 東京都台東区
名 古 屋 支 店 愛知県名古屋市中川区
大 阪 支 店 大阪府大阪市浪速区
福 岡 支 店 福岡県福岡市博多区
札 幌 営 業 所 北海道札幌市白石区
青 森 営 業 所 青森県青森市
高 崎 営 業 所 群馬県高崎市
千 葉 営 業 所 千葉県千葉市中央区
横 浜 営 業 所 神奈川県横浜市中区
八 王 子 営 業 所 東京都八王子市
静 岡 営 業 所 静岡県静岡市駿河区
金 沢 営 業 所 石川県金沢市
京 都 営 業 所 京都府京都市伏見区
神 戸 営 業 所 兵庫県神戸市中央区
広 島 営 業 所 広島県広島市東区
高 松 営 業 所 香川県高松市
熊 本 営 業 所 熊本県熊本市中央区
鹿 児 島 営 業 所 鹿児島県鹿児島市

（7）使用人の状況（平成30年３月31日現在）
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

468名 － 38.9歳 11.2年

（注）使用人数は就業人員（契約社員を含んでおります。）であります。

8
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（8）主要な借入先の状況（平成30年３月31日現在）
　該当事項はありません。
（注）当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と借入極度額100億円の貸出コミットメント契約を締結し

ております。
なお、当該契約に基づく当事業年度末の借入実行残高はありません。

（9）その他会社の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。

２．株式の状況（平成30年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 80,000,000株

（2）発行済株式の総数 24,395,500株（自己株式1,000,000株を含む。）

（3）株主数 6,841名

（4）大株主（上位10名）
株　主　名 持　株　数 持 株 比 率

松 元 邦 夫 6,156,000株 26.31％
松 元 正 夫 6,062,600株 25.91％
株 式 会 社 松 元 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 2,900,000株 12.39％
松 　 元 　 香 揚 子 700,000株 2.99％
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) 353,203株 1.50％
サ ン 電 子 株 式 会 社 290,800株 1.24％
松 元 恵 子 260,000株 1.11％
藤 商 事 従 業 員 持 株 会 244,000株 1.04％
G O L D M A N  S A C H S  I N T E R N A T I O N A L 231,913株 0.99％
吉 田 嘉 明 217,000株 0.92％

（注）1．当社は、自己株式を1,000,000株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

9

主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項、株式の状況



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2018/05/29 13:09:34 / 17370589_株式会社藤商事_招集通知（Ｃ）

３．会社役員の状況
（1）取締役及び監査役の状況（平成30年３月31日現在）

氏　　名 会社における地位 担当および重要な兼職の状況
松 元 邦 夫 代 表 取 締 役 会 長
松 元 正 夫 代 表 取 締 役 副 会 長
井 上 孝 司 代 表 取 締 役 社 長
米 田 勝 己 取 締 役 知的財産部担当
當 仲 信 秀 取 締 役 管理本部長
今 山 武 成 取 締 役 営業本部長
坪 　 本 　 浩 一 郎 取 締 役 公認会計士
川 添 嗣 夫 取 締 役 税理士
水 嶋 延 和 常 勤 監 査 役
上 垣 内 　 崇 　 夫 常 勤 監 査 役
堀 　 弘 二 監 査 役 弁護士
川 島 育 也 監 査 役 公認会計士・税理士

（注）１．取締役　坪本浩一郎氏および取締役　川添嗣夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役　水嶋延和氏、監査役　堀　弘二氏および監査役　川島育也氏は、社外監査役であります。
３．監査役　水嶋延和氏、監査役　上垣内崇夫および監査役　川島育也氏は、以下のとおり、財務および会計に関する相当

程度の知見を有しております。
・監査役　水嶋延和氏は、金融機関出身であり、長年にわたり財務および会計に関する業務に携わっていた経験があ

ります。
・監査役　上垣内崇夫は、長年当社の経理業務を担当しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており

ます。
・監査役　川島育也氏は、公認会計士および税理士の資格を有しております。

４．当社は、取締役　坪本浩一郎氏、取締役　川添嗣夫氏、監査役　水嶋延和氏、監査役　堀　弘二氏および監査役　川島
育也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

５．執行役員の状況
取締役　米田勝己、取締役　當仲信秀および取締役　今山武成は、常務執行役員を兼務しております。
なお、上記以外の執行役員は次のとおりであります。

常 務 執 行 役 員 松 下 智 人 開発本部長
常 務 執 行 役 員 市 川 雅 和 製造本部長
常 務 執 行 役 員 西 尾 英 二 経営企画本部長
執 行 役 員 遠 藤 匡 雄 製造本部副本部長
執 行 役 員 西 濵 義 文 管理本部副本部長
執 行 役 員 久 世 壮 平 開発本部副本部長
執 行 役 員 中 村 敏 幸 営業本部副本部長
執 行 役 員 村 上 和 繁 経営企画本部副本部長
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（2）責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役および各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

（3）取締役及び監査役に支払った報酬等の総額
区　　分 支 給 人 員 支　給　額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

8名
（2）

599百万円
（14）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

4
（3）

43
（28）

合 計 12 642

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、平成18年６月27日開催の第41回定時株主総会において年額600百万円以内（ただし、使用人

分給与は含まない。）と決議いただいております。
３．監査役の報酬限度額は、平成18年６月27日開催の第41回定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいて

おります。
４．支給額には、以下のものも含まれております。

平成30年６月27日開催予定の第53回定時株主総会において付議いたします役員賞与
取　締　役　６名　74百万円

11
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（4）社外役員に関する事項
①　重要な兼職先と当社との関係
　記載すべき関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況
区　　分 氏　　名 主な活動内容

取 締 役 坪　本　浩一郎 当事業年度開催の取締役会23回のすべてに出席し、議案審議など必要な発言を
適宜行っております。

取 締 役 川 添 嗣 夫 当事業年度開催の取締役会23回のうち18回に出席し、議案審議など必要な発
言を適宜行っております。

監 査 役 水 嶋 延 和
当事業年度開催の取締役会23回のすべてに出席し、また、当事業年度開催の監
査役会22回のすべてに出席し、金融機関出身者としての専門知識と幅広い見地
からの発言を行っております。

監 査 役 堀 　 弘 二
当事業年度開催の取締役会23回のうち22回に出席し、また、当事業年度開催
の監査役会22回のうち21回に出席し、主に弁護士としての専門的見地からの
発言を行っております。

監 査 役 川 島 育 也
当事業年度開催の取締役会23回のすべてに出席し、また、当事業年度開催の監
査役会22回のすべてに出席し、主に公認会計士および税理士としての専門的見
地からの発言を行っております。

12
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４．会計監査人の状況
（1）名称　　　　　　　　　 新日本有限責任監査法人

（2）報酬等の額
支　払　額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 28百万円
会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 28百万円

　(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を
明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載して
おります。

　　 ２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかど
うかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

（3）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、
監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監
査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由
を報告いたします。
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５．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業
務の適正を確保するための体制についての決定内容ならびに当該体制の運用状況の概要は以下
のとおりであります。

（1）取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
①　当社は法令遵守および倫理尊重（以下「コンプライアンス」）が、企業が存立を継続する

ために必要不可欠であることを認識するとともに、職務執行上の最重要課題であると位置
付け、企業理念に基づく「行動規範」を制定し、代表取締役がその精神を、継続的に啓蒙
し、すべての役職員がこれを遵守することを求める。

②　コンプライアンスに関する総括責任者を管理本部長とし、総務部がコンプライアンス体制
の構築・維持・整備にあたる。

③　当社は、内部監査室を設置し、内部監査室が定期的に実施する内部監査を通じ、すべての
業務が法令、定款および社内諸規定に準拠して適正・妥当かつ合理的なものであるかどう
か、また会社の制度・組織・諸規定が適正かつ妥当であるかを調査・検証するものとし、
その結果を代表取締役および取締役会に報告する。

④　コンプライアンス上、疑義ある行為などコンプライアンスに関する相談・通報窓口を社内
外に複数（社外弁護士を含む）設置し、内部通報制度を運営するものとする。

⑤　取締役会は、コンプライアンス体制の点検を適時実施し、適正な維持に努める。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規定」・「情報管理規定」等に基づ
き、その保存媒体等に応じて適切・確実に、かつ検索および閲覧可能な状態で定められた期間、
保存・管理する。
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（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　リスク管理に関する総括責任者を管理本部長とし、各部門においては、予見されるリスク

の識別と分析を行い、部門ごとのリスク管理体制を明確化し、総務部が全社的なリスクを
統括管理する。

②　監査役および内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役およ
び取締役会に報告する。

③　不測の事態が発生した場合、「緊急事態対策規定」に基づき、迅速かつ適切な対応を行
い、損害の拡大を防止する体制を整える。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定例取

締役会を原則として月２回開催するほか、必要に応じ、臨時にこれを開催するものとす
る。

②　取締役会は、年次経営計画および中期経営計画を策定し、当社が達成すべき目標を明確化
し、各担当取締役より各部門の業務目標に対する進捗状況を定期的に取締役会で報告さ
せ、目標達成のための対応を随時検討・実施する。

（5）次に掲げる体制その他の当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を
確保するための体制
①　当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制。
②　当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制。
③　当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制。
④　当社子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確

保するための体制。
　当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、「関係会社管理規定」に基づき、主要な子会社等に
ついて、定期的な事業内容の報告および監査の実施などを含む適切な経営管理を行うとともに、
当社と共通認識をもったコンプライアンス体制の構築を図る。

15
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（6）監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性およ
び当該使用人に対する指示の実効性に関する事項

　監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、監査役
の職務を補助する使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の意見を尊重したうえで行う
ものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保する。
　なお、監査役補助を兼任する使用人は、監査役の職務を優先して従事する。

（7）当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役、監査役等および使用人またはこれ
らの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に
関する体制
①　監査役は、取締役会のほか経営上重要な会議に出席し、取締役から業務執行状況の報告を

受ける。
②　当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役等および使用人またはこれら

の者から報告を受けた者は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、取締役の職務執
行に関する不正行為、法令・定款に違反する重大な事実、内部監査状況に関する報告、内
部通報制度に基づき通報された事実、その他監査役監査のため求められた事項を当社の監
査役に報告する。

③　前号の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けない体制
を整備する。

④　監査役は、重要な稟議書および報告書等について、閲覧し、必要に応じて内容の説明を受
ける。
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（8）監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①　取締役は、監査役監査の重要性と有用性を十分に認識し、円滑で効率的な監査役監査を実

現するための環境整備を行う。
②　代表取締役は監査役と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題のほか監査上の重要課

題、監査役監査の環境整備等について意見を交換する。
③　監査役は、会計監査人と、両者の監査業務の品質および効率を高めるため緊密な連携を図

る。
④　内部監査部門である内部監査室ほか法令等遵守を担当する部門は、監査役と定期的に会合

を持ち、対処すべき課題等について意見を交換する。
⑤　監査役会が監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士その他の外部有識者を任用す

ることができる。
⑥　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執

行について生ずる費用または債務の処理については、当該監査役の職務の遂行に必要でな
いと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

（9）財務報告の信頼性確保のための体制
　当社は、当社および当社子会社等からなる企業集団の財務報告を適時・適切に行うものとし、
その内容の信頼性を確保することを最重要視する。
　また、財務報告の信頼性を実現・維持するため、金融商品取引法が規定する内部統制報告制
度に適切に対応するものとする。

①　財務報告の信頼性を確保するための体制を整備するとともに、その整備・運用状況を定期
的に評価し、常に適正に維持する。

②　会計処理に関して、会計基準その他関連法令等を遵守し、あわせて「経理規定」をはじめ
社内関連諸規定を整備し、遵守するものとする。
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（10）反社会的勢力排除に向けた基本的考え方およびその整備状況
①　当社および当社子会社は、公共の秩序や安全を脅かす反社会的勢力・団体からの不当な要

求を一切排除する。
②　当社および当社子会社は、反社会的勢力・団体に対して毅然とした態度で臨み一切の関係

を遮断することを「行動規範」に明文化し、役職員に周知徹底する。
また、取引に際し、反社会的勢力・団体に該当するかの調査などを実施し、未然の防止を
図る。

（11）業務の適正を確保するための体制の運用状況
①　内部統制システム

　監査役、内部監査室および会計監査人は、定期的に当社の内部統制システムの運用状況
や監査結果について協議および意見交換を行い、緊密な連携を図ることにより、内部統制
システムの運用状況の向上に努めております。

②　コンプライアンス体制
　企業理念に基づく「行動規範」をより深く理解するため、すべての役職員に「企業倫理
ガイド」を配布しております。また、コンプライアンス意識の維持・向上のため、年間ス
ケジュールを組み社内講習を開催したほか、毎週１回、コンプライアンスをテーマとした
情報を配信いたしました。内部通報制度については、社内窓口のほか、社外の通報窓口を
設置し、不正および不祥事の発生予防と早期発見に努めております。

③　リスク管理体制
　「リスク管理マニュアル」に基づき、半期ごとに各部門が「リスク管理状況報告書」を
作成し、予見されるリスクの識別と分析を行い、適切な対応を行っております。また、取
締役会および執行役員会において、具体化する可能性があるリスクを共有し、未然防止策
等の課題を検討いたしました。
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④　取締役の職務執行
　取締役会においては、重要事項の決定や取締役の業務執行状況の監督等を行っており、
当該事業年度中に23回開催いたしました。また、社外取締役が適宜忌憚のない意見を述
べることで、活発な意見交換がなされており、意思決定および監督の実効性は確保されて
おります。

⑤　監査役の職務執行
　監査役会においては、監査方針や監査計画を協議決定しており、当該事業年度中に22
回開催いたしました。監査役は、取締役会などの重要な会議体へ出席し、取締役および執
行役員からの業務執行の報告について、適宜助言・問題提起を行い、経営が適正に行われ
ているかの確認や取締役の職務執行の監督を行っております。また、監査役は、稟議書等
の重要書類を閲覧するほか、代表取締役・会計監査人との定期的な意見交換、内部監査室
が行った監査に関する報告、使用人からのヒアリングなどを通じて、当社の事業内容につ
いて理解を深め、監査の実効性を確保しております。

６．会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。

（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。

19
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計算書類

貸借対照表（平成30年３月31日現在）                                                                                        （単位：百万円）

科　目 金　額

資産の部
流動資産 43,496

現 金 及 び 預 金 26,804
受 取 手 形 3,781
売 掛 金 3,809
有 価 証 券 1,080
商 品 及 び 製 品 7
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 3,817
前 渡 金 1,028
繰 延 税 金 資 産 2,961
そ の 他 286
貸 倒 引 当 金 △81

固定資産 16,734
　有形固定資産 9,070

建 物 3,704
構 築 物 248
機 械 及 び 装 置 905
車 両 運 搬 具 20
工 具 器 具 備 品 1,054
土 地 3,135
建 設 仮 勘 定 1

　無形固定資産 329
ソ フ ト ウ エ ア 205
そ の 他 123

　投資その他の資産 7,334
投 資 有 価 証 券 3,880
出 資 金 26
長 期 前 払 費 用 1,964
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 535
繰 延 税 金 資 産 411
そ の 他 1,323
貸 倒 引 当 金 △806

資　産　合　計 60,230

科　目 金　額

負債の部
流動負債 11,244

買 掛 金 6,569
未 払 金 1,852
未 払 費 用 236
未 払 法 人 税 等 1,770
賞 与 引 当 金 610
役 員 賞 与 引 当 金 74
そ の 他 130

固定負債 1,727
退 職 給 付 引 当 金 789
資 産 除 去 債 務 295
そ の 他 641

負　債　合　計 12,971

純資産の部
株主資本 46,848

資本金 3,281
資本剰余金 3,228

資 本 準 備 金 3,228
利益剰余金 41,496

利 益 準 備 金 14
そ の 他 利 益 剰 余 金 41,481

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 6
別 途 積 立 金 35,000
繰 越 利 益 剰 余 金 6,474

自己株式 △1,157
評価・換算差額等 410

その他有価証券評価差額金 410
純　資　産　合　計 47,259

負　債　・　純　資　産　合　計 60,230

20
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損益計算書（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）                                                         （単位：百万円）

科　目 金　額

売上高 52,314

売上原価 29,222

売 上 総 利 益 23,091

販売費及び一般管理費 18,589

営 業 利 益 4,502

営業外収益

受 取 利 息 2

受 取 配 当 金 61

有 価 証 券 利 息 11

受 取 賃 貸 料 20

そ の 他 88 184

営業外費用

賃 貸 収 入 原 価 3

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 10

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 409

そ の 他 28 452

経 常 利 益 4,234

特別利益

固 定 資 産 売 却 益 2 2

特別損失

固 定 資 産 売 却 損 0

固 定 資 産 除 却 損 11 11

税 引 前 当 期 純 利 益 4,225

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,623

法 人 税 等 調 整 額 76 1,699

当 期 純 利 益 2,525

21
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株主資本等変動計算書（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合　　　計 利益準備金

その他利益剰余金
固 定 資 産
圧 縮 積 立 金 別途積立金

平成29年４月１日　期首残高 3,281 3,228 3,228 14 6 35,000
事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
自 己 株 式 の 取 得
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事 業 年 度 中 の 変 動 額
（ 純 額 ）

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ― ― ― ― ― ―
平成30年３月31日　期末残高 3,281 3,228 3,228 14 6 35,000

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合　計

利益剰余金

自己株式 株主資本
合　　計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合　　　計繰 越 利 益
剰 余 金

平成29年４月１日　期首残高 5,387 40,409 ― 46,918 291 291 47,210
事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,438 △1,438 △1,438 △1,438
当 期 純 利 益 2,525 2,525 2,525 2,525
自 己 株 式 の 取 得 △1,157 △1,157 △1,157
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事 業 年 度 中 の 変 動 額
（ 純 額 ）

118 118 118

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 1,087 1,087 △1,157 △69 118 118 48
平成30年３月31日　期末残高 6,474 41,496 △1,157 46,848 410 410 47,259

22
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個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準および評価方法
(1) 有価証券の評価基準および評価方法

①満期保有目的の債券…………………………　償却原価法（定額法）
②子会社株式および関連会社株式……………　移動平均法による原価法
③その他有価証券

時価のあるもの……………………………　決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）

時価のないもの……………………………　移動平均法による原価法
(2) たな卸資産の評価基準および評価方法

①製品・原材料…………………………………　移動平均法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価
切下げの方法により算定）

②貯蔵品…………………………………………　先入先出法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価
切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）………　定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物
附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得
した建物附属設備および構築物については定額法によ
っております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　  10年～47年
機械及び装置　　　　　　４年～10年
工具器具備品　　　　　　２年～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）………　定額法
なお、自社使用のソフトウエアについては、社内におけ
る利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
す。

23
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３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金……………………………………　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権および破産更生債
権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見
込額を計上しております。

(2) 賞与引当金……………………………………　従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給
見込額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金………………………………　役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見
込額を計上しております。

(4) 退職給付引当金………………………………　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上し
ております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業
年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算
定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生の事業年度で一括費用処理す
ることとしております。
数理計算上の差異は、発生の翌事業年度で一括費用処理
することとしております。

４．消費税等の会計処理
　税抜方式によっております。

24
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貸借対照表に関する注記
（1）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
（2）有形固定資産の減価償却累計額 16,784百万円
（3）保証債務残高 84百万円
（4）関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権
短期金銭債務

75百万円
21百万円

（5）期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が当事業年度末残高に含
まれております。

受取手形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　715百万円

損益計算書に関する注記
（1）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
（2）関係会社との取引高

①営業取引による取引高の総額 1,636百万円
②営業取引以外の取引による取引高の総額 4百万円

25
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株主資本等変動計算書に関する注記
（1）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
（2）発行済株式の総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数
普 通 株 式 24,395,500株 －株 －株 24,395,500株
（3）自己株式の数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数
普 通 株 式 －株 1,000,000株 －株 1,000,000株
（注）自己株式の数の増加は、取締役会の決議による自己株式の取得によるものであります。
（4）剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額
イ．平成29年６月27日開催の第52回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 853百万円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 35円
・基準日 平成29年３月31日
・効力発生日 平成29年６月28日

ロ．平成29年10月27日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 584百万円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 25円
・基準日 平成29年９月30日
・効力発生日 平成29年12月６日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの
平成30年６月27日開催予定の第53回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 584百万円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 25円
・基準日 平成30年３月31日
・効力発生日 平成30年６月28日

26
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税効果会計に関する注記
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 95百万円
たな卸資産評価損 673百万円
賞与引当金 183百万円
貸倒引当金 267百万円
長期前払費用償却 28百万円
研究開発費 2,036百万円
減損損失 261百万円
退職給付引当金 237百万円
長期未払金 193百万円
その他 501百万円

小計 4,478百万円
評価性引当額 △888百万円

合計 3,589百万円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △176百万円
その他 △40百万円

合計 △217百万円
繰延税金資産の純額 3,372百万円

27
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

　当社は、運転資金および設備投資資金ともに自己資金で賄うことを基本とし、資金調達については
現在のところ計画はありません。
　また、余資金の一部を安全性の高い金融資産で運用しております。
　なお、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結してお
ります。

（2）金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制
　営業債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関
しては、当社の与信管理規定に従い、取引先ごとの与信限度額および残高管理を行うとともに、定期
的に与信限度額の見直しを実施しております。
　有価証券および投資有価証券は、主に満期保有目的の債券および業務上関連する株式であり、市場
価格の変動リスクに晒されております。これらの時価は四半期ごとに取締役会に報告されておりま
す。なお、満期保有目的の債券は、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少
であります。
　関係会社長期貸付金は、関係会社の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社
の関係会社管理規定に従い、業績評価などを実施し適切に管理しております。
　営業債務である買掛金および未払金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

（4）信用リスクの集中
　当事業年度の決算日現在における営業債権のうち25％が特定の大口顧客に対するものであります。

28
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２．金融商品の時価等に関する事項
　平成30年３月31日現在における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとお
りであります。
　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。（（注）２．参
照）

（単位：百万円）
貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

（1）現金及び預金 26,804 26,804 －
（2）受取手形 3,781 3,781 －
（3）売掛金 3,809 3,809 －
（4）有価証券および投資有価証券

①満期保有目的の債券
②その他有価証券

2,588
1,772

2,592
1,772

4
－

（5）関係会社長期貸付金 535 535 －
貸倒引当金（※） △419 △419 －

116 116 －
資産計 38,872 38,876 4

（1）買掛金 6,569 6,569 －
（2）未払金 1,852 1,852 －
（3）未払法人税等 1,770 1,770 －

負債計 10,192 10,192 －
※関係会社長期貸付金に個別計上している貸倒引当金を控除しております。
（注）１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

資産
（1）現金及び預金、（2）受取手形、（3）売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。

（4）有価証券および投資有価証券
　これらの時価については、株式等は取引所の価格によっており、債券は、取引所の価格ま
たは取引金融機関等から提示された価格によっております。
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（5）関係会社長期貸付金
　関係会社長期貸付金の時価については、現時点において将来キャッシュ・フローの見積り
が困難なため、当該帳簿価額によっております。

負債
（1）買掛金、（2）未払金、(3)未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。

２．非上場株式（貸借対照表計上額601百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから
「（4）有価証券および投資有価証券　②その他有価証券」には含めておりません。

賃貸等不動産に関する注記
　当社では、大阪府その他の地域において、賃貸用の駐車場（土地を含む。）等を有しております。
　当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額および時価は、次のとおりであります。

（単位：百万円）
貸借対照表計上額

当事業年度末の時価
当事業年度期首残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高

606 △2 604 644
　(注)１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した金額であ

ります。
２．当事業年度増減額は、主に減価償却費であります。
３．当事業年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価額に基づく金額（自

社で指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。
　また、当該賃貸等不動産に関する当事業年度における損益は、次のとおりであります。

（単位：百万円）
賃貸収益 賃貸原価 差　　額

20 3 16
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持分法損益等に関する注記
　当社では、関連会社の損益等からみて重要性が乏しいものとして記載を省略しております。

関連当事者との取引に関する注記
　役員及び個人主要株主等

種類
会社等の
名称又は

氏名

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

役員及び
個人主要

株主
松元 邦夫

被所有
　直接 26.31
　間接 12.39

当社代表
取締役

自己株式の
取得 578 ― ―

役員及び
個人主要

株主
松元 正夫 被所有

　直接 25.91
当社代表
取締役

自己株式の
取得 578 ― ―

　取引条件および取引条件の決定方針等
（注）東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（TosTNet-3）により取得しており、取引価格は平成29

年７月28日の終値によるものです。

１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 2,020円01銭
（2）１株当たり当期純利益 106円45銭

重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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監査報告

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
株式会社藤商事 平成30年５月23日

取締役会　御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 村 上 和 久 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 福 竹 　 徹 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社藤商事の平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
の第53期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統
制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め
全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る｡

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第53期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が
作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締

役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その

他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ

て説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたしまし
た。また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会
社およびその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１
項および第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統
制システム）について、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応
じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適
正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基
準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書について検討いたしました。

2．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①　事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報

告の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（2）計算書類およびその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

平成30年５月24日

株 式 会 社 藤 商 事  監 査 役 会
常勤監査役（社外監査役） 水 嶋 延 和 ㊞
常勤監査役 上 垣 内 　 崇 　 夫 ㊞
社外監査役 堀 　 弘 二 ㊞
社外監査役 川 島 育 也 ㊞

以　上
33

監査役会の監査報告



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2018/05/29 13:09:34 / 17370589_株式会社藤商事_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件
　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
　第53期の期末配当につきましては、継続した配当の基本方針に基づき、次のとおりといたしたいと
存じます。

（1）配当財産の種類
　金銭といたします。

（2）配当財産の割当てに関する事項およびその総額
　当社普通株式１株につき金25円とさせていただきたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は584,887,500円となります。
　これにより、中間配当金を含めました当事業年度の年間配当金は、１株につき50円となり
ます。

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
　平成30年６月28日といたしたいと存じます。

34
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第２号議案 取締役９名選任の件
　本総会終結の時をもって、取締役全員（８名）は任期満了となります。経営体制の強化を図るため取
締役を１名増員し、取締役９名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　名
（生年月日） 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 所 有 す る

当社株式の数

１
ま つ

松
も と

元
く に

邦
お

夫
（昭和27年12月６日生）

再 任

昭和50年 ３ 月 当社入社専務取締役

6,156,000株
平成 ５ 年12月 当社専務取締役辞任
平成 ９ 年 ５ 月 当社専務取締役
平成12年 ３ 月 当社代表取締役社長
平成28年 ４ 月 当社代表取締役会長（現任）

２
ま つ

松
も と

元
ま さ

正
お

夫
（昭和33年２月１日生）

再 任

昭和51年 ４ 月 当社入社

6,062,600株

昭和55年 ６ 月 当社常務取締役
平成 ５ 年12月 当社常務取締役辞任
平成 ９ 年 ５ 月 当社常務取締役
平成16年 ６ 月 当社専務取締役
平成17年 ６ 月 当社取締役副社長
平成24年 ４ 月 当社代表取締役副社長
平成28年 ４ 月 当社代表取締役副会長（現任）

３
い の

井
う え

上
た か

孝
し

司
（昭和25年２月17日生）

再 任

昭和47年 ７ 月 当社入社

36,500株

昭和52年 ４ 月 当社名古屋工場長
平成 ５ 年12月 当社取締役名古屋工場長
平成16年 ６ 月 当社常務取締役開発製造本部長
平成18年 ３ 月 当社専務取締役
平成21年 ６ 月 当社専務取締役品質保証部担当
平成22年 ６ 月 当社専務取締役管理本部担当
平成24年 ４ 月 当社代表取締役専務管理本部担当
平成28年 ４ 月 当社代表取締役社長（現任）

４
よ ね

米
だ

田
か つ

勝
み

己
（昭和33年10月27日生）

再 任

昭和60年 １ 月 当社入社

2,800株

平成15年 ７ 月 当社営業本部営業企画室長
平成17年 ７ 月 当社営業本部営業管理部長
平成18年 ６ 月 当社執行役員営業本部副本部長
平成21年 ６ 月 当社執行役員企画本部長
平成22年 ６ 月 当社取締役開発本部長
平成25年 ４ 月 当社取締役知的財産部担当（現任）
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候補者
番　号

氏　　名
（生年月日） 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 所 有 す る

当社株式の数

５
と う

當
な か

仲
の ぶ

信
ひ で

秀
（昭和36年８月23日生）

再 任

平成 ８ 年 ４ 月 当社入社

6,800株
平成18年 ７ 月 当社経営企画室長
平成21年 ６ 月 当社執行役員管理本部副本部長
平成22年 ６ 月 当社執行役員管理本部長
平成28年 ６ 月 当社取締役管理本部長（現任）

６
い ま

今
や ま

山
た け

武
な り

成
（昭和41年２月17日生）

再 任

平成 元 年 ３ 月 当社入社

4,200株

平成16年 ４ 月 当社東京支店長
平成19年 ７ 月 当社営業本部長
平成21年 ６ 月 当社執行役員営業本部副本部長
平成22年 ６ 月 当社執行役員営業本部長
平成25年 ４ 月 当社執行役員開発本部長
平成28年 ４ 月 当社執行役員営業本部長
平成28年 ６ 月 当社取締役営業本部長（現任）

７
ま つ

松
し た

下
と も

智
と

人
（昭和46年２月５日生）

新 任

平成 元 年 ４ 月 当社入社

9,000株平成19年 ７ 月 当社管理本部総務部長
平成21年 ７ 月 当社執行役員開発本部副本部長
平成28年 ４ 月 当社執行役員開発本部長（現任）

８
つ ぼ

坪
も と

本
こ う

浩
い ち

一
ろ う

郎
（昭和22年５月24日生）

再 任 社 外 独 立

昭和48年10月 プライスウォーターハウス会計事務所入所

2,000株昭和51年11月 公認会計士登録
昭和57年 ８ 月 坪本公認会計士事務所開設（現任）
平成16年 ６ 月 当社取締役（現任）

９
か わ

川
ぞ え

添
つ ぐ

嗣
お

夫
（昭和24年６月16日生）

再 任 社 外 独 立

昭和52年12月 中小企業診断士登録

2,000株
昭和59年12月 税理士登録
昭和62年 ４ 月 川添税理士・企業診断士事務所開設（現任）
平成16年 ６ 月 当社監査役
平成21年 ６ 月 当社取締役（現任）

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 坪本浩一郎氏および川添嗣夫氏は、社外取締役候補者であります。
３. 坪本浩一郎氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は公認会計士であり、会計・税務の専門家として、当社の経営に

的確な助言をしていただきたく選任をお願いするものであります。
なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって14年であります。
また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により
社外取締役として、その職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

４. 川添嗣夫氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は税理士であり、税務の専門家としての幅広い見識に加え、当社で
の過去５年間の社外監査役としての経験を経営に活かしていただきたく選任をお願いするものであります。
なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって９年であります。
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５. 当社は、坪本浩一郎氏および川添嗣夫氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結してお
り、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。各氏の選任
が原案どおり承認可決された場合、各氏との間で当該契約を継続する予定であります。

６. 当社は、坪本浩一郎氏および川添嗣夫氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ており、各氏の選任が原案ど
おり承認可決された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
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第３号議案 監査役２名選任の件
　本総会終結の時をもって、監査役　上垣内崇夫氏、堀　弘二氏および川島育也氏が任期満了となりま
すので、監査役２名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　名
（生年月日） 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） 所 有 す る

当社株式の数

１
か み

上
が い

垣
と

内
た か

崇
お

夫
（昭和34年５月１日生）

再 任

平成 ８ 年 ４ 月 当社入社

6,200株
平成19年 ７ 月 当社管理本部経理部長
平成22年 ６ 月 当社執行役員管理本部副本部長兼経理部長
平成26年 ４ 月 当社執行役員内部監査室長
平成28年 ６ 月 当社監査役（現任）

２
か わ

川
し ま

島
い く

育
や

也
（昭和22年５月22日生）

再 任 社 外 独 立

昭和54年11月 陽光監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所

－株

昭和56年 ４ 月 公認会計士登録
昭和59年 ６ 月 税理士登録
昭和59年 ６ 月 川島税理士事務所（現税理士法人川島総合事務所）開設（現任）
平成 ２ 年 ７ 月 陽光監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員
平成16年11月 ブレイクスルー・サポート㈱設立代表取締役（現任）
平成21年 ７ 月 公認会計士川島育也事務所開設（現任）
平成23年12月 ㈱あきんどスシロー監査役（現任）
平成24年 ６ 月 当社監査役（現任）
平成27年12月 ㈱スシローグローバルホールディングス取締役（監査等委員）（現

任）

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 川島育也氏は社外監査役候補者であります。
３. 川島育也氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は公認会計士であり、その専門知識と幅広い見識を、当社の監査に

反映していただきたく選任をお願いするものであります。
なお、同氏の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって６年であります。

４. 当社は、上垣内崇夫氏および川島育也氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結してお
り、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。各氏の選任
が原案どおり承認可決された場合、各氏との間で当該契約を継続する予定であります。

５. 当社は、川島育也氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ており、同氏の選任が原案どおり承認可決された
場合、引き続き独立役員とする予定であります。
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第４号議案 取締役の報酬額改定の件
　当社の取締役の報酬額は、平成18年６月27日開催の第41回定時株主総会において、年額600百万円
以内とご決議いただき今日に至っておりますが、その後の経営環境の変化による取締役の責務の増大、
業務執行体制強化のための取締役の増員等諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報酬額を年額800
百万円以内と改めさせていただきたいと存じます。
　また、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたした
いと存じます。
　なお、現在の取締役は８名（うち社外取締役２名）でありますが、第２号議案が原案どおり承認可決
されますと、取締役は９名（うち社外取締役２名）となります。

第５号議案 役員賞与支給の件
　当事業年度末時点の取締役６名に対し、当事業年度の業績およびその他諸般の事情を勘案して、役員
賞与を総額74百万円支給させていただきたいと存じます。
　なお、各取締役に対する支給金額は、取締役会の決定によることといたしたいと存じます。

以　上
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( メ　モ )
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会 場 シティプラザ大阪 2階「SYUN －旬－」
大阪市中央区本町橋２番31号　　TEL 06－6947－7888

交 通 地下鉄堺筋線・中央線　堺筋本町駅　1号、12号出口より徒歩約6分
地下鉄谷町線・中央線　谷町四丁目駅　4号出口より徒歩約7分
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！ 当日は駐車場のご用意はしておりませんので、お車でのご来場は
ご遠慮ください。

地図




